別表１
	事業実施主体
	区分
	支援内容
	補助率
（補助上限額）
	採択枠
	経費

	認定農業者または農業者が組織する団体
	[bookmark: _Hlk216274263]１　国内資源由来肥料転換モデル支援事業
	国内資源由来肥料活用の実証に必要な経費の一部を支援
	定額
（一事業者あたり22万円以内）
	土地利用型作物×１、野菜×１、果樹×１
（枠数は要望の有無に応じて変動）
なお、ポイントが同率の場合は、取組面積の大きい事業者を選択する。
	補助対象経費は、事業実施主体が、国内資源由来肥料活用の実証に必要な経費とする。

	認定農業者または農業者が組織する団体
	２　国内資源由来肥料転換推進整備事業
	国内資源由来肥料の活用に必要な機械の導入に必要な経費の一部を支援
	２分の１以内
（一事業者あたり300万円以内）
	土地利用型作物×３、野菜×２、果樹×２
（枠数は要望の有無に応じて変動）
なお、ポイントが同率の場合は、①取組増加面積、②施肥コスト削減率、③化学肥料削減率の順に、目標値ポイントの高い事業者を選定する。
	国内資源由来肥料の活用に必要な機械の導入に必要な経費



注）
・申請の際には、申請区分（土地利用型作物、野菜、果樹）のうちいずれかを選択するものとする。また、各申請区分で、品目については１品目選択し、品種・作型は複数選択可能とする。
なお、花き・花木については、慣行基準がないため対象外とする。また、茶については、他事業と重複するため対象外とする。
・事業費の削減を図るため、見積り合わせ（該当する施設及び器具について１社しか扱っていない場合を除き、複数社（原則３社以上）から 見積りを取得すること）を行うこと。 
・機械導入の場合は、事業実施期間中の事業継続ができるよう、処置を講ずるものとする。
・新品であること。
・事業の開始日は、交付決定日（又は交付決定前着手届提出日）以降とする。
・以下経費は補助対象から除く
（１）補助金交付決定日前、又は事業期間終了後に発注、購入、契約、納品されたもの
（２）汎用性の高い物品（パソコン、通信機器、車両等）、消耗品、飲食接待費、租税公課（消費税）、振込手数料　等
（３）人件費
（４）事業の期間中に発生した事故または災害処理のための経費
（５）損失補填、貸付金・保証金、基金の積立金
（６）事業を実施する上で必要とは認められない経費及び事業実施に要した経費であることを証明できない経費
（７）建物等施設の不動産取得に関する経費 
（８）既存の機械の更新（機能向上※図られるものを除く。） ※既存機械から機能向上することがわかる書類を添付するとともに、事業実施計画に機能向上の内容について記載すること。
